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令和６年度障害者検診事業 実施要領 

 

１ 目 的 

高齢者の介護予防が重要視されているのと同様に、障害者の運動機能低下の予防に向けた支援も重要

である。しかし、身体に障害がある方の心身機能低下の早期発見・予防を目的とした検診は既存の制度に

はないのが現状である。 

必要な時期に必要な支援につながらないことで、身体機能の維持・改善を図れる方が見逃されている可

能性がある。また、医学的治療が終了した後に身体機能面の管理をしてくれる主治医がおらず、困った時に

早期に相談できる場所がないことで、機能低下をきたしている状況が散見される。 

このため、身体機能や ADL（日常生活動作）能力の低下等を早期に発見し、二次障害の予防、生活機能

の維持・向上を図り、障害があっても地域で自分らしく安心して暮らし続けられることを目的として障害者検

診事業を実施する。 

 

２ 実施場所 

別紙（項目 1）参照 

 

３ 開催日時 

別紙（項目 2）参照 

 

４ 対象者 

   下記の（１）～（３）すべてに該当する方又は（４）に該当する方 

（１）県内で在宅生活をしている方 

（２）身体障害者手帳（肢体不自由）を所持している 18 歳以上の方 

（３）継続的なリハビリを受けていない方 

（４）リハビリテーション支援センター医師が必要と認めた方 

 

５ 定員 

   ３０人（各回５人、計６回） 

 

６ 内容 

 項 目 内  容 備  考 

①  記入 

問診票の記入 基礎情報について記入する。 

「FAI 自己評価表」の記入 
食事の用意、洗濯、掃除など、応用的 ADL について

記入する。 

②  

測定 

・ 

検査 

日常生活動作（ADL）検査 
家庭における身の回り動作（している動作）について、

本人（家族）に聞き取りする。 

一般的事項測定 身長・体重・血圧・握力を測る。 

１０ｍ歩行測定 歩く速さを測る（歩行が可能な方のみ）。 

四肢計測 左右の手足の長さ（肢長）・太さ（周径）を測る。 

関節可動域（ROM）測定 各関節の動く範囲を測る。 

筋力検査（MMT） 各関節の筋力を測る。 

③  医療相談 
リハビリテーション科医師による 

医療相談 

医師が結果を伝え、個々の相談に応じる。必要な場合

には医療機関への受診の提案、利用可能な制度の情

報提供、補装具、動作の工夫に関する助言等を行う。

また、必要に応じて専門職が助言を行う。 

検診の結果から、医療機関への受診が必要な方については、医療保険での対応となります。 

（医療保険での診療は有料です） 
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７ 費用   

 無料 

 

８ 受検時に持参するもの 

身体障害者手帳、お薬手帳（所持している場合）、動きやすい服装（運動着等）、当センターから送付 

した書類一式（受付後、当センターより書類を郵送する）。 

 

９ 検診結果 

    当センターは障害者検診結果について、受検者に対し報告をする。 

 

１０ 申し込み 

   電話で申し込む。予約制で、先着順で受付を行う。 

 

１１ 締め切り 

   別紙（項目２）参照 

 

１２ 問合せ・申込先 

    宮城県リハビリテーション支援センター クリニック班  

     電話：022－784－3592   FAX：022－784－3593 
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１．開催会場

回数

4

1

1

6

２．日程表

 ①  9:00～

 ④ 10:30～

 ①  9:00～

 ④ 10:30～

 ① 11:00～

 ③ 13:00～

 ①  9:00～

 ④ 10:30～

 ① 11:00～

 ③ 13:00～

 ①  9:00～

 ④ 10:30～

３　留意点

 ① どの会場でも検診を受けることが可能です（予約制・先着順）。
 ② お申込み・お問合せは、宮城県リハビリテーション支援センタークリニック班(022-784-3592)までご連絡くだ
 　  さい。
 ③ 感染症予防等、安全な実施に努めてまいりますが、状況によっては中止させていただく場合もあります。

令和６年度　障害者検診会場及び日程

人 11月20日(水)
 ⑤ 11:00～

センター 11月27日(水)
 ②  9:30～  ③ 10:00～

5

人 10月16日(水)
 ④ 13:30～  ⑤ 14:00～

5巡回 大崎 10月23日(水)
 ② 11:30～

人 9月11日(水)
 ⑤ 11:00～

センター 9月18日(水)
 ②  9:30～  ③ 10:00～

5

巡回 気仙沼 8月28日(水) 5
 ② 11:30～

人 8月21日(水)
 ④ 13:30～  ⑤ 14:00～

5

 ③ 10:00～

 ⑤ 11:00～

人 7月17日(水)
 ⑤ 11:00～

センター 7月24日(水)
 ②  9:30～  ③ 10:00～

会場名 住所

宮城県リハビリテ－ション支援センタ－ 〒981-1217 名取市美田園2丁目1-4

締切日

宮城県気仙沼保健福祉事務所　2階 〒988-0066 気仙沼市東新城３丁目３番地３

5 人 6月19日(水)

巡回

計

会場 日時（①～⑤は受検者受付時間） 定員

〒989-6117 大崎市古川旭4丁目1-1宮城県大崎合同庁舎　2階

センター 6月26日(水)
 ②  9:30～

別紙 



令和５年度 障害者検診事業 まとめ 

 
〇 実施状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 年齢構成                〇 身体障害者手帳の所有状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 疾患                  〇 医療相談における助言内容（複数） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【アンケート結果】  

〇『検診は役に立った』（１９名）、『現在の自分の身体状況を確認できた』（１８名） 

〇 自由記載：「大人になりあまり身体のメンテナンスをしていなかったので参考になった」、

「悩んでいたことを聞き、それを答えていただけて良かった」、 

「装具の提案を受けられて良かった」、「装具の制度があることが分かった」 

 

【まとめ】 

 ・ ６０～７０歳代、身体障害者手帳４級、骨関節系疾患で、歩行や ADL は自立している 

  受検者が最も多かった。加齢による障害像の変化で現在の身体機能の確認を目的に受検した 

ケースが多く見られ、受検者全員が「検診は役に立った」と回答している。 

・ 受検者に対し、補装具助言、他院受診の提案をするケースが多く、医学的治療が終了した

後に身体機能面の管理や早期に相談できる場所が少ない現状も依然として見受けられた。 

20歳代; 2

50歳代; 

3

60歳代; 

8

70歳代; 

5

80歳代; 1 １級; 1

２級; 3

３級; 2

４級; 10

５級; 3

骨・関節疾患; 7

脳血管疾患（頭部外傷含）; 3

ポリオ; 3

脳性麻痺; 3

脊髄

疾患; 

1

その他; 2

経過観察; 8

他院受診提案; 8

運動等指導; 6

補装具助言; 8

その他; 2

会場 実施回数 受検者数

リハビリテーション支援センター ５回 １４名

大崎 １回 ４名

石巻 １回 １名

計 ７回 １９名



 

 

                                            

要介護高齢者や障害者の摂食嚥下障害への 

基本的な対応フローチャート 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月 

宮城県リハビリテーション支援センター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

～福祉現場での安全な食支援を目指して～ 

  

Ｖer.２.０ 

 

※宮城県リハビリテーション支援センターＨＰ 

の支援ツール・マニュアルの２.支援ツール・ 

チェックリストの No２に掲載しています 

URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/rehabili/rehashien3-1.html 
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目  次 

はじめに                                       １ 

１－１ 摂食嚥下障害への基本的な対応フローチャート                 ２ 

１－２ 摂食嚥下障害への基本的な対応フローチャートの説明                 ３ 

（１）表１“摂食嚥下障害を疑う症状”で該当項目をチェック              ３ 

（２）表２“早急に対応を検討すべき症状”で該当項目をチェック             ４ 

（３）多職種で安全な食支援を検討・見直し                                          ４ 

（４）“摂食嚥下障害を疑う症状”の変化を評価                     ５ 

（５）スクリーニング検査の実施及び総合的な評価                                    ５ 

スクリーニング検査について                             ６ 

 （参考）「食物による窒息事故防止のためのチェックシート」について                 ８ 

 

２－１ “食形態アップ”する場合の基本的な対応フローチャート          １０ 

２－２ “食形態アップ”する場合の基本的な対応フローチャートの説明         １１ 

（１）表１“摂食嚥下障害を疑う症状”で該当項目をチェック               １１ 

（２）“食形態アップ”の可否を評価                         １２ 

（３）１段階“食形態アップ”した食物１品を入れた食事を１食⁄日提供         １２ 

（４）さらに量や摂取頻度を段階的に増やして提供                  １３ 

（５）１段階“食形態アップ”した食物の量や摂取頻度等の調整            １３ 

  （６）１段階“食形態アップ”した食事を３食⁄日提供                 １４ 

     学会分類 2021（食事）早見表                                       １５ 

   １段階“食形態アップ”の具体例                           １６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県リハビリテーション支援センターでは、「要介護高齢者や障害者の摂食嚥

下障害への基本的な対応フローチャート」を改訂しＶer.２.０を作成しました。

このＶer.２.０には、以下の２つのフローチャートを掲載していますので、ご 

活用ください。 

１「摂食嚥下障害への基本的な対応フローチャート」 

福祉現場における摂食嚥下障害についての評価や対応の目安をまとめたもの 

です。 

２「“食形態アップ”する場合の基本的な対応フローチャート」 

福祉現場で食形態を上げる場合の対応の目安をまとめたものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                          

                                    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       令和６年３月 

宮城県リハビリテーション支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食物による窒息事故防止のための 

チェックシート 
 

  

～福祉現場での安全な食支援を目指して～ 

 

URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/rehabili/rehashien3-1.html 

※宮城県リハビリテーション支援センターＨＰ 

の支援ツール・マニュアルの２.支援ツール・ 

チェックリストの No１に掲載しています 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/rehabili/rehashien3-1.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに                                                         １ 

 

 

使用方法                                                    １ 

 

 

食物による窒息事故止のためのチェックシート                      ２ 

 

 

食物による窒息事故止のためのチェックシートの説明                ３ 

 

 

（参考）「摂食嚥下障害への基本的な対応フローチャート」について      ６ 

 

目  次 
 

宮城県リハビリテーション支援センターでは、福祉現場における要介護高齢者、

障害者等による食物による窒息事故防止を目的に、「食物による窒息事故止のた

めのチェックシート」を作成しました。 

この「チェックシート」は“食物による窒息事故止”の主たるリスクとその防止

策をまとめたものです。したがって、支援している障害者の方について、“食物に

よる窒息事故防止”を検討する場合は、本「チェックシート」をご活用ください。 
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労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

明示のタイミング 新しく追加される明示事項

全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時

1．就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容

併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。

無期転換ルール※に基づく
無期転換申込権が発生する

契約の更新時

3．無期転換申込機会

4．無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態
に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約
労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算５年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）に転換する制度です。

詳しくは裏面や

厚生労働省ホームページ

もご覧ください！



（2023年10月）

労
働
条
件
明
示
の

無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込
むことができる旨（無期転換申込機会）の明示が必要になります。3

就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入
れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 について
も明示が必要になります。

１
全ての労働者に対する明示事項

有期契約労働者に対する明示事項等

詳しい情報や相談先はこちら

• 改正事項の詳細を知りたい → 厚生労働省ウェブサイト（①）

• 無期転換の取り組み事例や参考となる資料がほしい → 無期転換ポータルサイト（②）

• 今回の制度改正や労働条件明示、労働契約に関する民事上の紛争について

→ 都道府県労働局/監督課、雇用環境・均等部（室）、全国の労働基準監督署（③）

② ③

※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに

関する基準）
※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、

今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
※4 労働契約法第3条第2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変

更すべきものとされています。

更新上限の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約
の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。2

無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※３に、無期転換後の労働
条件の明示が必要になります。

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決
定するに当たって、他の通常の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタ
イム労働者）とのバランスを考慮した事項※4（例：業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲
など）について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

4
均衡を考慮した事項の説明 【雇止め告示※2の改正】

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ
（更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで）説明することが必要になります。

ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

更新上限を新設・短縮する場合の説明 【雇止め告示※2の改正】

（注）無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇等を行
うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に
照らして望ましいものではありません。

①







介護事業主の皆さまへ

人材確保のためにも

転倒・腰痛のない施設をつくりましょう
介護事業で働く労働者の課題

 介護労働者の不満などで身体的負担が大きいと答えた方は29.5％

 介護労働者の満足度を重視する企業ほど人材確保ができているとの

統計結果もあります

人手が足りない

身体的負担が大きい

仕事内容の割に賃金が低い

0% 20% 40% 60%

55.7％

29.5％
39.8％

出典：公益財団法人介護労働安定センター 介護労働実態調査より

介護事業における労働災害

 介護労働者を含む社会福祉施設の労働災害は腰痛などの

「動作の反動・無理な動作」が41%、次いで転倒が39%

 腰痛などは介助作業で発生した者が84％

 休業１か月以上となる者は、転倒で6４%、腰痛などの「動作の反

動・無理な動作」で４３%

転倒・腰痛のない施設づくりのために、裏面の対策に取り組みましょう

その他

16%

8%

6%
6%

動作の
反動

41％転倒

39％

墜落・転落

その他
交通事故

出典：令和元年労働者死傷病報告より介護施設で発生した休業4
日以上の労働災害767件のうち動作の反動・無理な動作の
268件を集計したもの

出典：令和元年労働者死傷病報告より

介助作業

84％



利用者・職員の
転倒・腰痛のない施設づくりのため
下記の対策に取り組みましょう

段差注意

作業場所の
整理整頓

危険箇所の
見える化

作業場所の
清掃 毎日の運動

手すりの
設置

滑りにくい
靴の着用

持ち物の
制限

一人介助の
禁止

最新機器の
導 入

介護施設における腰痛予防対策の実施は、介護報酬の加算要件の

一つになっています！詳しくはこちらをチェック！



設備の改善

介護労働者が安心して働くために

職場環境の改善等のために、

エイジフレンドリー補助金

をご活用ください。

安心して
支えられる

歩きやすい！

転倒・腰痛
予防体操

YouTubeで、転倒・腰痛の

予防に役立つ「いきいき

健康体操」をご覧ください。

足を前に 足を後ろに

整理・整頓
清掃・清潔

厚生労働省のホームページ

で４S（整理・整頓・清掃・

清潔）の方法を公開してい

ます。

見た目にきれいなだ
けでなく、つまづい
たり転んだりするこ
とも減りました

危険の見える化

厚生労働省ホームページで

「職場の危険の見える化

（社会福祉施設）実践マニュ

アル」をご覧ください。

危険の原因が誰から見
てもわかるので、事故
やケガが減りました

滑らず蒸れない靴
のおかげで快適！



厚生労働省では、「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、介護職員の腰痛予

防対策への啓発・指導を行っています。

令和３年度の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善

加算の算定要件の一つである「職場環境等要件」に基づく取り組みに「介護職員の

身体負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等

導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられました。

この実施についても「職場における腰痛予防対策指針」を参考とするよう周知され

ています。

「職場における腰痛予防対策指針」を参考に

介護職員の腰痛対策に取り組みましょう

座 り 直 し

車椅子に座っている利用者の座り

直しをするため、利用者の脇に手

を入れ、引き上げようとしたとこ

ろ、腰に痛みが生じた。

移 乗 介 助

ベッドから車椅子への介助で、

ベッドに座っている利用者を前屈

みになって両脇を抱え、立たせよ

うとしたところ、腰に痛みが生じ

た。

立 ち 上 が り 介 助

利用者を前屈みになって両脇を抱

え、ベッドから立たせようとした

ところ、ベッド脇が狭く、無理な

姿勢となり、腰に痛みが生じた。

腰痛予防対策のポイント

 施設長等のトップが、腰痛予防対策に取り組む方針を表明し、対策実施組織を

作りましょう。

 対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿勢、重量などの観点か

ら、腰痛発生リスクを評価しましょう。

 腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスクの回避・定見措置を検討し、

実施しましょう。健康管理、教育にも取り組みましょう。

労働災害の具体例



60歳以上

女性

43%
50代女性

28%

40代女性

10%

60歳以上男性

5%

30代女性

4%

20代女性

3%

介護の現場における転倒災害の発生時点

移動中
70.4%

作業中
29.6%

凍結した通路等で滑って転倒（24％）
従業員用通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マットを設置する（★）

こぼれていた水、洗剤、油等（人為的なもの）により滑って転倒（21％）
水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。
（清掃中エリアの立入禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放）

浴室等の水場で滑って転倒（23％）
防滑床材の導入、摩耗している場合は施工し直す（★）
滑りにくい履き物を使用させる
脱衣所等隣接エリアまで濡れないよう処置

雨で濡れた通路等で滑って転倒（11％）
雨天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を行う
送迎・訪問先での濡れた場所での転倒防止の注意喚起

利用者の車椅子、シルバーカー、杖などにつまずいて転倒（８％）
介助の周辺動作のときも焦らせない
介助のあとは“一呼吸置いて”から別の作業へ

通路の段差につまずいて転倒（15％）
事業場内の通路の段差の解消（★）、「見える化」
送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

作業場や通路以外の障害物（車止めなど）につまずいて転倒（７％）
適切な通路の設定
敷地内駐車場の車止めの「見える化」

設備、家具などに足を引っかけて転倒（12％）
設備、家具等の角の「見える化」

何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒（33％）
転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入（★）
走らせない、急がせない仕組みづくり

転倒時の類型

主な原因と対策

一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります
→「転びの予防 体力チェック」「ロコチェック」をご覧ください

特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します
→対象者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう

現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい
箇所は？」（内閣府ウェブサイト）

中央労働災害
防止協会

転倒予防セミナー

社会福祉施設の転倒災害による平均休業
日数（※労働者死傷病報告による休業見込日数）

44日

職場３分
エクササイズ

コードなどにつまずいて転倒（５％）
労働者や利用者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、
労働者に徹底させる

社会福祉施設における転倒災害の態様

• 骨折（約70％）
• 打撲
• じん帯損傷
• 捻挫
• 外傷性くも膜下出血

つまずき
40%

歩行中バランス崩し・もつれ

5%

滑り
31%

他人とぶつかった、

他人に押された

（被介助者の転倒含む）

5%

荷物や介助作業によってバランスを崩した

4%

踏み外し

1%

車椅子、台車の操作を失敗

2%

立ち上がり時バランス崩し

1%

貧血、意識消失等

1%

物・他人・動物をよけようとして

バランスを崩した

1%

障害物を乗り越えるのを失敗した

1% 環境によるバランス崩し

1%

その他の転び方

4% 転倒モード不明

3%

社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

社会福祉施設における転倒災害被災者の
性別・年齢別内訳

4,336

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
（なし）

「つまずき」等による転倒災害の原因と対策

「滑り」による転倒災害の原因と対策

（★）については、高年齢労働者の転倒災害防止のため、中小企業事業者は
「エイジフレンドリー補助金」（補助率１/２、上限100万円）を利用できます

介護労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を

防止しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています

事業者は労働者の転倒災害防止のための措置を講じなければなりません

転倒災害（休業４日以上）の発生状況（令和３年）

（R５）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

転倒リスク・骨折リスク

転倒災害が起きているのは
移動のときだけではありません

転びの予防
体力チェック

ロコチェック

内閣府ウェブサイト

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

中小事業者は、無料で安全衛生の専門家のアドバイスが受けられます
エイジフレンドリー補助金

中小規模事業場
安全衛生サポート事業











 



　　会社名　　　

事業所名

〒　　　　-

電　　　話

事務所/携帯

メールアドレス

相談希望日時

□生産性向上・業務の効率化 □給与体系・就業規則の見直し

□時間外労働、３６協定 □人材不足対応（育成含む）

□パート、アルバイト、派遣社員の □女性の活躍推進

「同一労働同一賃金」 □助成金全般

□外国人、高齢者の雇用 □育児・介護休業制度の整備

□ハラスメント対策 □年次有給休暇

宮城働き方改革推進支援センター

（　　　　）　　　　ー （　　　　）　　　　ー

中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

（厚生労働省 宮城労働局 委託事業）

専門家による無料出張相談　申込票

宮城働き方改革推進支援センター　宛　  ✉miyagi@task-work.com

申込日：　　　年　　月　　日

従業員数

（正社員）

担当部署

・役職

業      種

所在地

ご担当者氏名 ／

　　　　　　　　　　　　　　＠

☏０１２０－９７８－６００ ✉miyagi@task-work.com　📠０２２－３９７－９８０８

〒９８０－００１４　宮城県仙台市青葉区本町１－１１－２　ＳＫビル５階

お問い合わせ先

特に相談したい内容をご記入ください。

相談内容

（複数回答可）

ご記入いただいた企業情報・個人情報は当センターが厳重に管理し、相談支援事業以外では使用しません。

（〇月〇日　午前、午後等の記載も可です。専門家と後日調整□でも結構です）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

第１希望　　　　　　　月　　　　日／　　　時から

第２希望　　　　　　　月　　　　日／　　　時から

　　　　　　□専門家と後日調整

専門家を選定しま

すので日程の設定

をお願いします

（土・日も可）


